
平成２７年７月２３日 

 

保護者の皆様へ 

 

     

子育て支援課入園相談係 

 

利用者負担額（保育料）の決定について 
 

 

 

 平成２７年９月からの利用者負担額（保育料）は、平成２７年度の住民税額により決定いたします。 

つきましては、下記に該当される方は、利用者負担額（保育料）を決定するため、いずれかの手続きをお願いいたします。 

平成２７年８月５日（水）までに平成２７年度住民税額が確認できない場合は、保育料の最高額（Ｄ２１階層）で暫定決定いたしま

す。入園相談係で平成２７年度住民税額の確認ができましたら、利用者負担額（保育料）を再計算して正しい利用者負担額（保育料）

をお知らせいたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

【平成２７年度住民税が未申告の方】 

 区役所本庁舎３階の税務課（３２１番窓口）で申告後、４階の子育て支援課入園相談係（子育て支援窓口４０１番）に申告した旨を

お知らせください（住民税課税証明書の提出は必要ありません）。 

申告手続きの詳細については、税務課へお問い合わせください。 

 

税務課 ５６５４－８５５０（直通） 

 

 

 

 平成２７年１月１日に住民であった自治体の、平成２７年度住民税課税証明書（コピー可）のご提出が必要となります。住民税課税

証明書以外に、平成２７年度住民税決定通知書、平成２７年度納税通知書のコピーでも受け付けいたします。 

 課税証明書等の余白部分に、お子様のお名前、生年月日、保育園名をご明記のうえ、入園相談係にご提出ください（郵送可）。 

 

 

【すでに他の窓口で提出済の方】 

 子育て支援課 児童手当係、ひとり親家庭相談係に、すでに平成２７年度の住民税課税証明書をご提出いただいている方は、ご提出

いただいた課税証明書を利用することも可能です（再提出は不要です）。利用にあたっては、「個人情報目的外利用同意書」に必要事項

をご記入のうえ、入園相談係にご提出ください（郵送可）。「個人情報目的外利用同意書」は、入園相談係及び各保育園にてお渡しいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 

【お問い合わせ先・送付先】 

〒124-8555 飾区立石５－１３－１ 

飾区子育て支援部子育て支援課 入園相談係 

電話 ５６５４－８２７８（直通） 

        ５６５４－８２７９（直通） 

申告・提出期限   平成２７年８月５日（水）まで（必着） 

提  出  先   子育て支援課 入園相談係 

 



個人情報目的外利用 同意書 

 

 

子育て支援部 

子育て支援課長 あて 

 

 

 

児童氏名                     

 

児童生年月日    平成    年    月    日   

 

入園施設名                          

 

 

上記児童に関する下記目的について、子育て支援課が保有する証明書等（課税証明書など）

及びその記載内容について、同課内で利用することに同意します。 

 

 

【利用する個人情報】（同意する番号に○をしてください。） 

 

１、 入園・入所（認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭福祉員）審査に必要な

住民票、全部事項証明書、受理証明書 

２、 保育料算定に必要な課税証明書、全部事項証明書、受理証明書 

３、 私立幼稚園の補助金算定のために必要な課税証明書、全部事項証明書、受理証明書 

 

 

平成  年   月   日 

 

 

 

住 所                                  

 

 

氏 名                                  

 

※利用について同意いただいた場合でも、原本の提出が必要な事業があります。 

※利用について同意がない場合は、各事業で必要な証明書等を提出いただきます。 
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